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令和8年度
就学に向けての相談について
～７分でわかる特別支援学校～

横浜市教育委員会 特別支援教育相談課

（特別支援教育総合センター）

肢体不自由児向け補足説明を含む

令和９年４月入学者用
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【本動画の内容】

１ 特別支援学校・支援学校とは？

① 視覚障害部門・聴覚障害部門

② 知的障害部門

③ 肢体不自由部門

④ 病弱部門

２ 特別支援学校の就学までの流れ

３ 特別支援学校の就学希望について
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１ 特別支援学校・支援学校とは

◆ 部 門  ・・・視覚障害、聴覚障害、知的障害、
 肢体不自由、病弱

◆学級規模・・・児童 ６人に対し、教員１人

◆教育課程

特別支援学校の学習指導要領を基に、児童の障害の状
態や特性及び発達の程度に応じて、教育課程を編成

◆交流及び共同学習

 学区の小学校の一般学級や個別支援学級の授業や
行事等に参加

特別支援学校への就学には、学識経験者や専門家等で構成
される会議で承認を得る必要があります。



4

①視覚障害部門・聴覚障害部門

視覚障害部門
（市立） 盲特別支援学校  
（県立）  平塚盲学校

聴覚障害部門

（市立）  ろう特別支援学校

（県立）  平塚ろう学校
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② 知的障害部門 

（市立）
本郷特別支援学校   港南台ひの特別支援学校
日野中央高等特別支援学校（高等部）

二つ橋高等特別支援学校（高等部）

若葉台特別支援学校（高等部）

（県立）鶴見支援学校 高津支援学校 金沢支援学校        

麻生支援学校 みどり支援学校  保土ケ谷支援学校

瀬谷支援学校 藤沢支援学校

あおば支援学校
横浜ひなたやま支援学校（高等部） 岩戸支援学校（高等部）

鎌倉支援学校（高等部） 三ツ境支援学校（高等部）

（私立）聖坂支援学校  （国立）横浜国大附属特別支援学校



（県立） 

    中原支援学校

    三ツ境支援学校

    鎌倉支援学校

    金沢支援学校

あおば支援学校
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③ 肢体不自由部門

（市立）

 上菅田特別支援学校

 若葉台特別支援学校

 北綱島特別支援学校

 東俣野特別支援学校

 中村特別支援学校

 左近山特別支援学校
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肢体不自由特別支援学校 
①看護師の配置について（市立、県立）
→看護師による医療的ケアがあります

②医療的ケアについて
→年度当初に書類の準備や学校での引き継ぎなどがあります

③給食の食形態について
→常食、刻み食、ミキサー食等が用意されている

④スクールバスについて
→定員、健康状態によって難しい場合があります

⑤自立活動教諭について（県立）
→理学療法士、作業療法士等が配置されています

⑥訪問教育について

補足
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【訪問教育について】
○肢体不自由特別支援学校で行われている教育

の形態の1つです。

○対象となる訪問籍のお子さんについて、実施頻

度はご家庭の希望を踏まえながら、週１～３日程

度、１回につき２時間程度となっています。

○保護者付き添いのもと、学校へのスクーリングが

可能となっており、行事や集団授業への参加も

可能です。スクーリングの際の送迎や医療的ケ

アは保護者に行っていただくことになっています。

補足



9

④ 病弱部門

（市立）浦舟特別支援学校

（県立）横浜南支援学校

病院に入院した場合や医師の診断等が

ある場合に利用できます。
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２ 特別支援学校の就学までの流れ（一次相談後）

就学決定

❶二次相談（8月以降）
特総センターの職員が在籍をする「保育所」「幼稚園」「地域療
育センター」を訪問し、実態等を詳細に把握し、「ふさわしい学
びの場」を総合的に検討します。

❷特別支援学校が望ましいとの判断が示された場合
（県立の場合は、入学前相談が必要）

❸横浜市就学連絡会（１１月頃、１月頃）

県立の場合 ❹神奈川県教育支援委員会（１２月頃、２月頃）
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①特別支援学校への就学を希望する場合でも、

必ず学区の小学校で面談及び個別支援学級等の見学を

行ってください。

②特別支援学校の見学は必ず行ってください。

③特別支援教育総合センターでの就学相談後は、保育所・

幼稚園・地域療育センター等の関係機関と連携を図りな

がら、お子さんの実態を総合的に把握し電話での二次相

談を行います。

④相談の申込みは、6月３０日までです。早めに相談申込を

してください。締切後は対応できないこともあります。

３ 特別支援学校の就学希望について
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⑤横浜市立特別支援学校、神奈川県立支援学校への就学
の決定は、横浜市教育委員会で決定します。

学校の指定は、神奈川県教育委員会・横浜市教育委員
会との調整により、お住まいの住所で指定されます。

調整区域の場合は、対象となる全ての学校見学をしてい
ただきます。

住所で指定される特別支援学校については、特総センタ
ーにお問い合わせください。

⑥聖坂支援学校と横国大附属特別支援学校等を受験する

場合は、必ず相談申込書にその旨記載してください。

⑦相談の結果、学区の小学校の個別支援学級等の判断と

なる場合もあります。

３ 特別支援学校の就学希望について
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ご視聴ありがとうございました。

くわしい内容については、「詳細版」をお読みください。
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